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「自分を愛するように隣人を愛しなさい」とのカ トリックの愛の精神に基づき、聖母マリアに倣い、社会の必要に応え、人々に

キリス トの愛をもたらすよう努めます。
■ 基本方針
1家庭に代わる場として、子どもたち一人ひとりが十分に愛され、受け入れられていると感じることができるよう努める。

(子 どもの声に耳を傾け、その思い、言葉、行いに暖かい理解を示す)

2心の傷を癒すための専門的治療 (心理療法 :カ ウンセリング他)

3健全なる社会人となる素地を築くための教育、学習の充実及び文化、芸術、スポーツ等の諸活動を通して、個性、可能性の伸

長をはかる。
4自 立支援の強化 (食事作り、アルバイ ト体験、職場見学他)

5ホーム構成は、少人数の家庭的規模を保ち、全体的には集団生活の利点 :強調性、諸行事を通しての協力、助け合い等対人関
係について学ぶよう支援する。
6家族再統合を目指 し、親、親族との関係改善への支援。

いた)

・年度の始めに、定期的に来てくださるポランティアの方々の集いを実施している。今はコロナ禍のため集いは実施 していない

が、院内のミニ行事 (夏のお楽しみ会)に招待した。
・保護者と会うことが難しいケースについては、タプレット等を使つて交流ができている。
・法人において、うみのほし保育園の子育て支援事業たんぱぱ広場を週 2～ 3回 実施する中で、当院の心理士を派遣し母親の相

談を受けるようにしている。 (現在コロナ禍にあり未実施)

ヽに1回 、 て t｀ コ ロ の
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■ 子どもの人権擁護に関する積極的な取組みと姿勢
施設では、子どもを尊重した養育・支援に対する基本姿勢を「職員の心構え側か条」に明示し、理念と共に職員会議等で読み

合わせを行い、理解を深めている。子どもの意見は、意見箱「ドラえもんのポケット」に投函があると迅速に回答している他、
子ども一人ひとりに人権擁護に関するアンケー トを実施している。収集した回答シー トには職員がヒヤリングした際の状況や今
後の支援への思いを丁寧に記録しており、子どもの人権擁護について真摯に取り組む姿が見てとれ、施設の特長といえる。

また、性教育についてプログラムを作成し実践すると共に、職員対象の研修計画も充実している。更に、子どものプライバ
シー保護に関するマニュアルを作成し、小学生の頃からプライベー トゾーンについて学ぶ機会を設けており、日常的に子ども本
人はもちろんのこと他者の権利を認めることについて指導している取組みは大いに評価できる6

■ 業務マニュアルの活用と評価、見直しの PDCAサ イクルの稼働
施設の各ホームでは、独自の業務マニュアルを作成しており、生活する子どもの年齢やスケジュールに配慮し、時系列で細か

く明示している。子どもを尊重した支援の姿勢や言葉掛けなどの記述もあり、丁寧に作成していることが窺える。更に、本業務
マニュアルは各ホームで自主的に見直す仕組みが確立しており、定期的に見直しを行い、養育・支援に活用している。

それぞれの業務マニュアルを実践に活かし、更に評価し見直す仕組みが確立しており、 PDCAサ イクルが稼働していること
が見てとれ、特筆すべき点である。

■ リービングケア、アフターケアヘの真摯な取組み
退所を控えた子どもには、リービングケアとして離れの部屋を準備しており、lヶ 月単独で生活する中で、本人が困つたり

迷ったりした際に職員がサポー トし、自立に向けて支援している。更に、退所後に不安がある場合は退所時期を延長する等、子
どもの状況に応じて柔軟に対応している。

アフターケアについては、担当職員を設置している。退所した子どもとSNS等 で繋がりを維持 し、出張時等を利用して面会の
機会を確保したり、時間外での対応も含め丁寧に支援しており、施設を離れた後もきめ細かいケアを行つていることが確認で
き、特筆すべき点といえる。
施設では、退所後も施設の行事に多くの卒院生が自ら集っており、職員との信頼関係やケアの充実ぶりを物語っている。入所

時期だけでなく、自立して生きていけるようにサポー トしていることが、退所後に集う子どもたちの様子から効果があることが
見てとれ、全職員が児童養護施設の本来の意義を理解し、養育支援に努めていることは施設の特長といえる、

【改善が求められる点】
■ 中・長期計画の策定

中・長期的ビジョンは「施設の小規模かつ地域分散化に向けた計画」として作成し、国の児童養護施設の将来像を把握し、本
施設として、今後の見込みと実絞の数値化による比較検討を行つている。ただし、理事会での公表に留まり、職員への公表はこ
れからである。

また、施設の小規模化・地域分散化以外の中・長期的目標も今後の取組みとなっている。単年度計画は細かく立案しているた
め、中・長期計画は明文化する段階と思われる。
施設として、単年度計画と連動した3年先、5年先の中・長期的な目標を明確化し、職員と情報を共有して事業を推進する仕組
づくりに期待したい。

■ 業務の実効性を高めると共に情報共有の仕組み確立のための ICT化の推進
各ホームは職員の作業負担を改善すると共に業務の実効性を高めるために、パソコンの増設や以前使用していた連絡網を新し

くSNSを 活用したLINEWorksに 移行するなど取り組んでいることがわかる。また、毎年、職員アンケー トを実施し、業務改善に繁
がる意見の抽出に努めている。
ただし、現在は全施設の ICT活 用による情報共有の仕組みが確立していない。将来的には小規模グループが複数個所に設置予定
であり、施設全体で情報共有することが必要になることは予見できる。

今後、 iCT化 を推進し、情報共有の仕組みを確立すると共に職員の業務の実効性を高め、更なる養育支援の向上に繋がること
に期待したい。

t

後の励みになりますし大変うれしく思います。
当施設の基本方針の一つに～子どもたちが、汁分に愛され、受け入れられていると感じることが出来るよう努める～とあるよう
に、これからも子どもたちの声に、耳と心を傾けながら日々の営みを積み上げていきたいと思います。
改善が求められる点として、中・長期計画の策定があげられました。施設の単年度計画は立案されているので、これを明文化
していく作業に取り組みたいと思います。

アン フ ア て い いの て の

-2-



⑨第二者評価結果 (別紙)

第二者評価結果 (児童養護施設 )

共通評価基準 (45項 目)1 養育 D支援の基本方針と組織

(別紙 )

2

第二者
評価結果

i 理念、基本方針が明文化され周知が図られている。

口理念、基本方針が法人、施設内の文書や広報媒体 (パンフレット、ホームペ

等)に記載されている。

□理念は、法人、施設が実施する養育・支援の内容や特性を踏まえた法人、
使命や目指す方向、考え方を読み取ることができる。

□基本方針は、法人の理念との整合性が確保されているとともに、職員の行動
となるよう具体的な内容となっている。

□理念や基本方針は、会議や研修会での説明、会議での協議等をもって、職員
の周知が図られている。

□理念や基本方針は、わかりやすく説明した資料を作成するなどの工夫がなされ、
子どもや保護者等への周知が図られている。

□理念や基本方針の周知状況を確認し、継続的な取組を行つている。

コ

(1) 理念、基本方針が確立・周知されている。

長は職員会議時に理念の一文をテーマに話し、職員が理念の理解を深めるよう努めている。
今年度は、当該法人理事長が職員への個別面談を行っており、職員が理念をどのように意識して業務に赴いてい

るか確認する等、組織として理念の浸透を図つていることは特筆すべき点である。
職員は子どもへ関わる際に理念を絡めて話し、子どもへの理念の周知を心掛けており、施設長は保護者会の際

に、保護者へ向けてパワーポイントを用いて説明する等、子どもや保護者に向けて理念の理解を促す姿勢は高く評
価できる。

て いて ツヽ ア フ

一
ロ
ロ
ロ
ロ
一
一

第二者
評価結果

2 施設経営をとりまく環境と経営状況が的確に把握・分析されてい

□社会福祉事業全体の動向について、具体的に把握し分析している。

口地域の各種福祉計画の策定動向と内容を把握し分析している。

□子どもの数・子ども像等、養育・支援のニーズ、潜在的に支援を必要とする子ども
に関するデータを収集するなど、施設 (法人)が位置する地域での特徴・変化等
営環境や課題を把握し分析している。

□定期的に養育・支援のコスト分析や施設入所を必要とする子どもの推移、利
等の分析を行つている。

る 。

(1)経 営環境の変化等に適切に対応 している。

に向けて新聞記事等を紹介する等、職員にも周知している。
特に施設長は、九州児童養護施設連絡協議会でシンポジストや、長崎県福祉保健審議会児童福祉専門分科会子ど

もの権利擁護・措置・検証部会で部会長を務めており、これらの会合を通じて地域の動向を把握している。尚、そ
れらの情報について経営計画への反映は確認できなかった。今後、経営状況の把握と経営計画に反映するよう取り

の について、 して

ことに期待 したい。

一
ロ
ロ
Ｅ

Ｅ
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3 経営課題を明確にし、具体的な取組を進めている。

日経営環境や養育・支援の内容、組織体制や設備の整備、職員体制、人材育成、
財務状況等の現状分析にもとづき、具体的な課題や問題点を明らかにしている。

日経営状況や改善すべき課題について、役員(理事・監事等)間での共有がなさ
ている。

□経営状況や改善すべき課題について、職員に周知している。

□経営課題の解決・改善に向けて具体的な取組が進められている。

針を10年計画で定めている。この経営課題は理事会にも諮っている。
人材の確保が最大の目標で、ハローワークヘ求人を出し、職員会議で職員の周囲に働きかけを行うよう協力を求

める等、具体的に動いていることが見てとれる。
小規模化・地域分散化以外の課題の明確化はこれからであるため、今後明確化すると共に具体的な策を立案し実

つ ての

することが求められる。

一
口
Ｅ
Ｅ
Ｅ

3
第二者

評価結果(1) 中・長期的なビジョンと計画が明確にされている。

コ

4 中・長期的なビジョンを明確にした計画が策定されている。

回中・長期計画において、理念や基本方針の実現に向けた目標 (ビジョン)を明確に
している。

□中・長期計画は、経営課題や問題点の解決・改善に向けた具体的な内容になつて
いる。

□中・長期計画は、数値目標や具体的な成果等を設定することなどにより、実
況の評価を行える内容となっている。

し、本施設として今後の見込みと実績の数値化による比較検討を行つている。ただし、計画は理事会での公表
に留まっており、職員への公表はこれからである。
更に、施設の小規模化・地域分散化以外の日標設定も今後の取組みとなっている。施設長が描く施設の職員育
、地域交流などの構想は明確であるため、計画は明文化する段階と思われる。
施設としての3年、5年先の中・長期的な目標を明確化し、職員と情報を共有して事業を推進する仕組みづくりに期
したい。

□中・長期計画は必要に応じて見直しを行つている。

b

○

○

○

○

のつ 」ョ ン

【コメン ト】

単年度の事業計画は、主任が骨子を作成 し、職員面接や職員会議の際に現場の意見を聞き取 り反映 している。単

年度計画は実行すべき目標を具体的に記 しており、数値化・時系列化すると共に予算 とも連動 し、実行可能な計画
であることが確認できる。
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(2)事 業計画 tヽ

6 事業計画の策定と実施状況の把握や評価・見直しが組織的に行わ
れ、職員が理解している。

回事業計画が、職員等の参画や意見の集約・反映のもとで策定されている。

□計画期間中において、事業計画の実施状況が、あらかじめ定められた時期、手
にもとづいて把握されている。

回事業計画が、あらかじめ定められた時期、手順にもとづいて評価されている。

回事業計画が、職員に周知 (会議や研修会における説明等が)されており、理解を
促すための取組を行つている。

に希望を聞くと同時に、施設が職員に求めるものも伝えている。
尚、計画の作成や実施状況の把握は幹部職員で行っているものの、組織全体として取り組み評価する仕組みは確
できなかった。
今後は計画の作成と評価について、施設として組織的に取り組む仕組みづくりが求められる。

□評価の結果にもとづいて事業計画の見直しを行つている。

b

○

○

○

○

○

て い ついてにの

7 事業計画は、子どもや保護者等に周知され、理解を促している。

□事業計画の主な内容が、子どもや保護者等に周知 (配布、掲示、説明等)され
いる。

□事業計画の主な内容を分かりやすく説明した資料を作成するなどの方法によっ
て、子どもや保護者等がより理解しやすいような工夫を行つている。

回事業計画については、子どもや保護者等の参加を促す観点から周知、説明の工

夫を行つている。

る。ただし、行事以外の計画周知は十分ではなく、保護者会にて保護者に子どもたちの活動内容を説明するに留
まっている。
児童養護施設の特性から、全ての子どもや保護者を対象とすることは困難であるが、今後予定している小規模グ

ループ化等、事業計画の一旦を子どもや保護者に伝えることについて、まずは検討することに期待したい。

b

○

○

○

コ

つ ヽ

□事業計画の主な内容を子ども会や保護者会等で説明している。

の でしり、

・支援の質の向上に向けた取組が組織的に行われ、機能して

口組織的にPDCAサイクルにもとづく養育 ,支援の質の向上に関する取組を実
ている。

口養育・支援の内容について組織的に評価 (Ci Check)を 行う体制が整備されてい

る。

口定められた評価基準にもとづいて、年に1回以上自己評価を行うとともに、第

□評価結果を分析・検討する場が、施設として位置づけられ実行されている。

8

いる。

評価等を定期的に受審している。

(1)質 の向上に向けた取組が組織的・計画的に行われている。

コ

入することで、進歩の度合いを明確化していることが確認できる。個別の自立支援計画については、見直しの都
度、主任・施設長も目を通し適宜指導やア ドバイスを行っている。

また、各ホームで独自に作成している業務マニュアルの改定を定期的に行つていることが書面から見てとれ、支
援の質の向上に向けた継続的な取組みであることがわかる。
一方、自己評価や第二者評価の結果を基にした分析・検討する場は設けられていない。今後は、毎年度実施してい

る職員の自己評価や3年 に一度の第二者評価の結果を基に、施設として分析・検討の場を創出し、更なる質の向上に

役立てることに期待 したい。

しのつ いの

一
一
口
一
一
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9 評価結果にもとづき組織として取り組むべき課題を明確にし、計
画的な改善策を実施している。

□訂価結果を分析した結果やそれにもとづく課題が文書化されている。

□評価結果から明確になった課題について、職員の参画のもとで改善策や改善計
画を策定ずる仕組みがある。

□評価結果にもとづく改善の取組を計画的に行つている。

□改善策や改善の実施状況の評価を実施するとともに、必要に応じて改善計画の
見直しを行つている。

□職員間で課題の共有化が図られている。

題の一つであるマニュアルの改定について、継続して実施していることが確認できる。
マニュアルはヒヤリハット報告書を参考に、問題が起こる前に見直すよう心掛けている。見直した部分について

は、小学生にはマニュアルや絵本を使いながら思いを伝え、中高生には直接話し合える場を確保して伝えている。
第二者評価の結果にはマニュアル以外にも改善点はあるものの、施設としてマニュアルを課題と捉え、全職員が
加して改善し続けていることは優れているといえる。

つ

一
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ

‖ 施設の運営管理
1

第二者
評価結果

10 施設長は、自らの役割と責任を職員に対して表明し理解を図つて
いる。

□施設長は、自らの施設の経営・管理に関する方針と取組を明確にしている。

回施設長は、自らの役割と責任について、施設内の広報誌等に掲載し表明してし
る。

□施設長は、自らの役割と責任を含む職務分掌等について、文書化するとともに、
会議や研修において表明し周知が図られている。

□平常時のみならず、有事(事故、災害等)における施設長の役割と責任について、
不在時の権限委任等を含め明確化されている。

た、小学校区の広報誌において、施設長としての意見表明を積極的に行つている。
ただし、施設長不在時の権限委譲は主任が担つていることは職員も了解しているものの、職務分担表には明記さ

れてない。施設長の権限委譲は有事の際も想定されるため、職務分担表に記載して更に施設長の役割と責任を明確
化することに期待したい。

b

○

○

○

て いの ヽ

(1)施 設長の責任が明確にされている。

11 遵守すべき法令等を正しく理解するための取組を行つている。

□施設長は、遵守すべき法令等を十分に理解しており、利害関係者 (取引事業者、
行政関係者等)との適正な関係を保持している。

□施設長は、法令遵守の観点での経営に関する研修や勉強会に参加している。

□施設長は、職員に対して遵守すべき法令等を周知し、また違守するための具体
な取組を行つている。

得た情報を職員会議にて職員と共有している。長崎県の職員に来院してもらい、言葉や身体的暴力、被措置児童虐
待防止法等に関する研修会を開催しており、ハラスメントや飲酒運転等の労務に関する法令については、顧問であ
る社会保険労務士を招いて研修会を開催している。
施設長が法令に関する知識の習得と職員の理解を積極的に促している点が確認でき、優れた点である。

a

O

○

○

○

コ

ベ に

□施設長は、環境への配慮等も含む幅広い分野について遵守すべき
し、取組を行つている。
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(2)施 設長のリーダーシップが発揮されている。

12 養育・支援の質の向上に意欲をもちその取組に指導力を発揮して
いる。

回施設長は、養育・支援の質の現状について定期的、継続的に評価・分析を行つて
いる。

□施設長は、養育・支援の質に関する課題を把握し、改善のための具体的な取組
明示して指導力を発揮している。

□施設長は、養育・支援の質の向上について施設内に具体的な体制を構築し、自ら
もその活動に積極的に参画している。

回施設長は、養育・支援の質の向上について、職員の意見を反映するための具
的な取組を行つている。

□施設長は、養育・支援の質の向上について、職員の教育・研修の充実を図つてし
る。

(社会的養護共通 )

口施設長は、職員の模範となるように、自己研鑽に励み、専門性の向上に努めてし
る。

と話す機会を設け、養育・支援の質の向上を目指している。また、施設として長崎県によるリーダー研修には対象
となる職員が受講 しており、職員の質の向上に努めている。
毎月、個々の自立支援計画を施設長に提出しており、確認し記載が不十分な場合は職員の考えや悩みを聞き取

り、指導やア ドバイスを行つている。施設長は、入所している子ども一人ひとりの養育支援について、基本となる
自立支援計画が機能するよう質の向上に指導力を発揮していることが確認でき、高く評価できる。

○

○

○

○

○

○

ひ にに

13 経営の改善や業務の実効性を高める取組に指導力を発揮してい
る。

□施設長は、経営の改善や業務の実効性の向上に向けて、人事、労務、財務
踏まえ分析を行つている。

□施設長は、施設 (法人)の理念や基本方針の実現に向けて、人員配置、職員の働
きやすい環境整備等、具体的に取り組んでいる。

□施設長は、経営の改善や業務の実効性の向上に向けて、施設内に同様の

□施設長は、経営の改善や業務の実効性を高めるために施設内に具体的
構築し、自らもその活動に積極的に参画している。

連絡綱を新しくSNSを 活用したLINEWorksに移行するなど取り組んでいることがわかる。また、毎年、職員アンケー

トを実施し、業務改善に繋がる意見の抽出に努めている。
ただし、現在はマキホームと他のホーム間の ICT活 用による情報共有の仕組みが確立していない。将来的には小規
グループが複数個所に設置予定であり、施設全体で情報共有することが必要になることは予見できる。
今後、 ICT化を推進 し、情報共有の仕組みを確立すると共に職員の業務の実効性を高め、更なる養育支援の向上に

繋がることに期待 したい。

b

○

○

○

○

形成す めの取組を行つている。

していの に、パ ソコンの
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2
第二者
評価結果

14 必要な福祉人材の確保・定着等に関する具体的な計画が確立し、
取組が実施されている。

□必要な福祉人材や人員体制に関する基本的な考え方や、福祉人材の確保と育
に関する方針が確立している。

□養育・支援に関わる専門職 (有 資格の職員)の配置等、必要な福祉人材や人員
制について具体的な計画がある。

□施設 (法 人)として、効果的な福祉人材確保 (採用活動等)を実施している。

(社会的養護共通 )

□各種加算職員の配置に積極的に取り組み、人員体制の充実に努めている。

ているものの未だ補充できていない状況にある。欠員の出たホームでは退職理由等を検討し、職員定着に向けて取
り組んでいる。職員が一人で悩み退職することのないよう、公認心理士がスーパーバイザーとして職員の悩みを聞
き取リアドバイスすると共に重要な課題は主任・施設長に報告しており、主任・施設長は内容を精査し対応してい
る。施設長は、理事会にて評議員等に人員確保を依頼するなど積極的に取り組み、人員補充に努めていることが確
認できる。

□計画にもとづいた福祉人材の確保や育成が実施されている。

b

○

○

○

○

ヽ

(1)福 祉人材の確保 。育成計画、人事管理の体制が整備されている。

【コメント】
倫理綱領や行動規範に I期待する職員像」

規定に準じ人事基準を定めており、就業規則
員一人ひとりの処遇水準について検討してい
ど、取り組んでいることが見てとれる。

確にしている。人事陽羅力告の規足に基づき、当該法人で策足 した
に職員が閲覧できるよう配 し、周知 している。また、施設長は職
、職員の意向・意見を聞き取 り、人員配置の際の参考にするな

明
共
他

を
と

る
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(2) 職員の就業状況に配慮がなされている。

16 職員の就業状況や意向を把握し、働き い職 くりに取り組
んでいる。

□職員の就業状況や意向の把握等にもとづく労務管理に関する責任体制を明確 I

している。

口職員の心身の健康と安全の確保に努め、その内容を職員に周知している。

○

○

○

○

○

○

○

□職員の有給体暇の取得状況や時間外労働のデータを定期的に確認するなど、
員の就業状況を把握している。

固定期的に職員との個別面談の機会を設ける、職員の相談窓口を施設内に
るなど、職員が相談しやすいような仕組みの工夫をしている。

口職員の希望の聴取等をもとに、総合的な福利厚生を実施している。

ロワーク・ライフ・バランスに配慮した取組を行つている。

□改善策については、人材や人員体制に関する具体的な計画に反映し実行してし
る。

□福祉人材の確保、定着の観点から、施設の魅力を高める取組や働きやすし
づくりに関する取組を行つている。

フ

b

の て

生としてコロナ禍前までは、新人職員の歓迎会、忘年会を行つており、施設長はコロナ収東後には再開したいと考
えている。施設では産前産後休業、育児休業等の取得に取り組んでいる。

心理士が職員のスーパーバイザーとして個別に面談している他、外部の相談窓日としてメンタルヘルスケアの企
業のチラシを掲示していることが確認できる。施設長も職員との個別面談を行い、働きやすい職場環境となるよう
検討し取り組んでいる。

(3) 職員の質の向上に向けた体制が確立されている。

口施設として「期待ずる職員像」を明確にし、職員一人ひとりの目標管理のため
組みが構築されている。

□個別面接を行う等施設の目標や方針を徹底し、コミュニケーションのもとで職員
人ひとりの目標 (目 標項目、目標水準、日標期限)が明確かつ適切に設定されてし
る。

□職員一人ひとりが設定した目標について、中間面接を行うなど、適切に進
の確認が行われている。

□職員一人ひとりが設定した日標について、年度当初・年度末 (期 末)面接を行う
ど、目標達成度の確認を行つている。

変えて職員の仕事上の不安や改善してほしい点等を聞き取つている。
そのため、個別の日標設定を行う個別面談は次年度に予定しており、日標についての中間面接や進捗状況の確認

等も次年度以降の取組みとなる。あえて目標設定を基軸としていない職員一人ひとりの育成に向けた取組みを施設
長が必要と考えて行つていることが理解できる。

b

○

コ

つ ヽつの

17 職員一人ひとりの育成に向けた取組を行っている。
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18 職員の教育・研修に関する基本方針や計画が策定され、教育・研
修が実施されている。

口施設が目指す養育・支援を実施するために、基本方針や計画の中に、「期待す
職員像」を明示している。

□現在実施している養育 `支援の内容や目標を踏まえて、基本方針や計画の中に、
施設が職員に必要とされる専門技術や専門資格を明示している。

□策定された教育・研修計画にもとづき、教育・研修が実施されている。

門資格に関する研修は、施設長が本人に受講するよう勧めている。ここ数年はコロナ禍のため研修は中止やオンラ
インと変化している。今年度から研修会場に出向くこともできており、学ぶ機会を確保している。受講後は研修報

回覧し閲覧した職員は確認のサイン、押印するルールがある。受講した研修内容は毎回評価 し、次年度の受

□定期的に計画の評価と見直しを行つている。

□定期的に研修内容やカリキュラムの評価と見直しを行つている。

b

○

○

○

○

○

フ て い のの

者を検討し受講する職員を決定している。

19 職員一人ひとりの教育・研修等の機会が確保されている。

□個別の職員の知識、技術水準、専門資格の取得状況等を把握している。

口新任職員をはじめ職員の経験や習熟度に配慮した個別的な0」Tが適切に

□階層別研修、職種別研修、テーマ別研修等の機会を確保し、職員の職務や
とする知識・技術水準に応じた教育・研修を実施している。

□外部研修に関する情報提供を適切に行うとともに、参加を勧奨している。

(社会的養護共通)

ロスーパービジョンの体制を確立し、職員の専門性や施設の組織力の向上に取り
んでいる。

の研修計画として外部研修は階層別、職種別、テーマ別等に分別しており、該当する職員が受講している。公認心
理士が職員のスーパーバイザーとして面談しており、スーパービジョン体制を確立していることがわかる。施設長
は、新人職員の定着が難しく、これまでの指導体制が適切だったか課題と考えている。今後の検討、取組みが望ま
れる。

b

○

○

○

○

○

○

ヽ ヽつ

□職員一人ひとりが、教育・研修の場に参加できるよう配慮している。

コ
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(4) 実習生等の養育・支援に関わる専門職の研修・育成が適切に行われている。

コ

3 の

a

○

○

○

○

○

20 実習生等の養育・支援に関わる専門職の研修・育成について
を整備し、積極的な取組をしている。

□実習生等の養育・支援に関わる専門職の研修・育成に関する基本姿勢を明文
している。

□実習生等の養育・支援の専門職の研修・育成についてのマニュアルが整備され
いる。

□専門職種の特性に配慮したプログラムを用意している。

口実習生については、学校側と、実習内容について連携してプログラムを整備す
とともに、実習期間中においても継続的な連携を維持していくための工夫を行つてし

る。

□指導者に対する研修を実施している。

需J

日程が決定した後、実習生に対してオリエンテーションを行つており、各ホームに実習指導者を設定し体制を整え
ている。実習指導の責任者は「児童養護施設とは」から説明し実習生が配慮、留意点を確認し理解してから実習に

入っている。更に、施設では実習生が実習後の目指す姿を設定し、3つのステップにて目標を定め実習を開始してお

り、実習の目指すべき姿として特筆すべき点である。
また、大学主催の実習指導者研修に、施設の実習指導者は講師として講義している。

いてい の って いの

(1) 運営の透明性を確保するための取組が行われている。

21 運営の透明性を確保するための情報公開が行われている。

ロホームページ等の活用により、法人、施設の理念や基本方針、養育・支援の

容、事業計画、事業報告、予算、決算情報が適切に公開されている。

□施設における地域の福祉向上のための取組の実施状況、第二者評価の受審、
情・ホロ談の体制や内容について公開している。

□第二者評価の受審結果、苦情・本日談の体制や内容にもとづく改善・対応の状況 I

ついて公開している。

□法人、施設の理念、基本方針やビジョン等について、社会・地域に対して明示・

明し、法人、施設の存在意義や役割を明確にずるように努めている。

□地域へ向けて、理念や基本方針、施設で行つている活動等を説明した印刷物や
広報誌等を配布している。

できる。現在、ホームページを刷新すべく業者と打ち合わせ中である。施設の理念はホームページやパンフレッ
卜に掲載しており、苦情解決の流れは玄関に掲示すると共に今後は本―ムページにも掲載予定である。
また、施設長は地域の子ども育成連合会の広報誌に寄稿し、施設の成 り立ちや基本的生活習慣について等をわか

りやすく説明しており、運営の透明性を確保するための情報公開の取組みが確認できる。

ツ のワ

○

b

○

○

○

○

第二者
評価結果

□施設 (法人)における事務、経理、取引等に関ずるルール、職務分掌と権限・

が明確にされ、職員等に周知している。

□施設 (法人)における事務、経理、取引等について内部監査を実施するなど、
的に確認されている。

口施設 (法人)の事業、財務について、外部の専門家による監査支援等を実施し
いる。

日外部の専門家による監査支援等の結果や指摘事項にもとづいて、経営改
施している。

は検討し、経理規程に沿って施設長が決済する他、理事会にかけて決定している。また、工事など経理規定で定め
る取引価格に基づき相見積を取るなど適切な処理が確認できる。

今回、ホームページ更新にかかる費用については施設長が理事会にて説明し承認を得ている。契約している税理
士事務所の監査を受け指摘事項等に基づき経営改善に繋げている。

a

○

○

○

○

コ

22 公正かつ透明性の高い適正な 営・運営のための取組が行われて
いる。

についてヽ
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4
第二者

評価結果

コ

(1) 地域との関係が適切に確保されている。

23 子どもと地域との交流を広げるための取組を行っている。

□子どもの個別的状況に配慮しつつ地域の行事や活動に参加する際、必要が
ば職員やボランティアが支援を行う体制が整つている。

□施設や子どもへの理解を得るために、地域の人々に向けた日常的なコ
ションを心がけている。

□子どもの買い物や通院等日常的な活動についても、定型的でなく個々の子ども
ニーズに応じて、地域における社会資源を利用するよう推奨している。

ス会やラジオ体操に施設の子どもたちが参加する他、敬老の日に子どもが作った贈り物を自治会長に預けて届けて
いる。
施設で行う夏祭りでは地域にチラシを配布し、商店等にポスターを掲示している。コロナ禍前のクリスマス会に

は学校の先生、支援を受けている関係団体、ボランティア、自治会長を招待していた。コロナ収束後は、再開した
いと考えている。施設では、職員だけでなく子どもたちも買い物や理美容室は近隣を利用している。学校の友人が
遊びにくることがあり、ゲームするスペースとして確保していたクッキングルームはコロナ禍で食堂として使用し
ているため使用できないため、別の場所で遊べるよう工夫している等、子どもたちと地域との交流を広げる取組み
は施設の特長といえる。

回地域との関わり方について基本的な考え方を文書化している。

a

○

○

○

○

○

示 していに マの について

(児童養護施設)

□学校の友人等が施設へ遊びに来やすい環境づくりを行つている。

24 ボランティア等の受入れに対する基本姿勢を明確にし体制を確立
している。

□地域の学校教育等への協力について基本姿勢を明文化して取り組んでいる。

ロボランティア受入れについて、登録手続、ボランティアの配置、事前説明等に
る項目が記載されたマニュアルを整備している。

回ボランティアに対して子どもとの交流を図る視点等で必要な研修、支援を行つてし
る。

ティアは、平日の夕方から就寝まで子どもと関わっている。社会人ボランティアによるピアノ教室、幼児対象の英
教室だけでなく、本人の希望に沿つてバイオリンを習つている子どももいる。中学生向けの数学を学校教諭等が
えている。
施設はボランティア向けの説明書を提示して説明し、本人が守秘義務の誓約書を提出している。一年に一度、ボ

ランティアの集いを開き、施設長がボランティアにお願いしたいことを話すと共に互いのコミュニケーションを図
る機会となっている。夏のお楽しみ会には声を掛け参加を促し、子どもたちやボランティア同士が交流している。

ロボランティア受入れに関する基本姿勢を明文化している。

b

○

○

○

○

コ

について、ここ コ ロ ので ランティア
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(2) 関係機関との連携が確保されている。

25 施設として必要な社会資源を明確にし、関係機関等との連携が適
切に行われている。

□当該地域の関係機関・団体について、個々の子どもの状況に対応できる社会
源を明示したリストや資料を作成している。

□地域の関係機関・団体の共通の問題に対して、解決に向けて協働して
取組を行つている。

□地域に適当な関係機関・団体がない場合には、子どものアフターケア等を含め、
地域でのネットワーク化に取り組んでいる。

は学校の配慮で役員等は免除されているものの、職員が関わつており子どもの様子を情報共有 している。
施設長は、市が主催する要保護児童対策地域協議会、親子支援ネットワーク地域協議会に出席 しており、子ども

に関係する機関の代表が集い会議や研修を行つている。施設では代表者会議に施設長が出席し、実務者会議、個別
ケース会議は主任が出席するよう分担 し、関係機関との連携を密にしており、必要な情報は職員に周知を図つてい

る。

□職員会議で説明するなど、職員間で情報の共有化が図られている。

□関係機関・団体と定期的な連絡会等を行つている。

b

○

O

○

O

○

て い不ス ので

26 地域の福祉ニーズ等を把握するための取組が行われている。

□施設 (法 人)が実施する事業や運営委員会の開催、関係機関・団体との連携、
域の各種会合への参加、地域住民との交流活動などを通じて、地域の福祉二―
や生活課題等の把握に努めている。

(社会的養護共通)

□施設のもつ機能を地域へ還元したり、地域の関係機関・団体との連携等を通
て、地域の具体的な福祉ニーズの把握に努めている。

(5種別共通)

□地域住民に対する相談事業などを通じて、多様な相談に応じる機能を有してし
る。

る。ただし、コロナ禍で未実施である。施設は子育て支援に専門性が必要と考え、施設の心理士を派遣することと
している。施設長は要保護児童対策地域協議会、親子支援ネットワーク地域協議会の他、地域の子ども育成連合会
にも関わると共に生計困難者レスキュー事業にも参画し、地域の福祉ニーズを把握するよう努めていることが見て
とれる。

b

○

○

O

いての

(3)地 域の福祉向上のための取組を行っている。

て 、

回把握した福祉ニーズ等にもとづいて、法で定められた社会福祉事業にとどま
い地域貢献に関わる事業・活動を実施している。

回把握した福祉ニーズ等にもとづいた具体的な事業・活動を、計画等で明示してし
る。

口多様な機関等と連携して、社会福祉′刀`野のみならず、地域コミュニティの
やまちづくりなどにも貢献している。

□施設 (法人)が有する養育・支援に関するノウハウや専門的な情報を、地域 |

□地域の防災対策や、被災時における福祉的な支援を必要とする人びと、住
安全・安心のための備えや支援の取組を行つている。

する等協力している。また、地域にて被虐待の疑いがある児童について、施設に遊びに訪れた際はおやつを提供し
ながら保育士が関わり、各関係機関との連携して取り組んでいる。また、地域の防災対策として、近隣の高齢者に
向けて台風時等には施設に避難していいことを伝えており、公益的事業・活動が確認できる。

b

○

○

○

O

O

ス ユ

27 地域の福祉二一 にもと く公益的な事業・活動が行われてい

元する取組を積極的に行つている。

つて

る。
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Ⅲ 適切な養育・支援の実施

第二者
評価結果

28 子どもを尊重した養育・支援の実施について共通の理解をもつた
めの取組を行っている。

□理念や基本方針に、子どもを尊重した養育・支援の実施について明示し、
理解し実践するための取組を行つている。

口子どもを尊重した養育・支援の実施に関する「倫理綱領」や規程等を策定し、職
が理解し実践ずるための取組を行つている。

口子どもを尊重した養育・支援の実施に関する基本姿勢が、個々の支援の標準的な
実施方法等に反映されている。

□子どもの尊重や基本的人権への配慮について、施設で勉強会・研修を実施してい
る。

□子どもの尊重や基本的人権への配慮について、定期的に状況の把握・評価
行い、必要な対応を図つている。

会議等で読み合わせを行い、理解を深めている。子どもの意見は、意見箱「ドラえもんの
と迅速に回答している他、子ども一人ひとりに人権擁護に関するアンケー トを実施している。収集した回答シー ト
には職員がヒヤリングした際の状況や今後の支援への思いを丁寧に記録しており、子どもの人権擁護について真摯
に取り組む姿が見てとれ、施設の特長といえる。

また、性教育についてプログラムを作成し実践すると共に、職員対象の研修計画も充実している。更に、子ども
のプライバシー保護に関するマニュアルを作成し、小学生からプライベー トゾーンについて学ぶ機会を設けてお
り、日常的に子ども本人はもちろんのこと他人の権利を認めることについて指導している取組みは大いに評価でき
る。

a

○

○

○

○

○

ケッ ト」に投函がある
」の 不

(1) 子どもを尊重する姿勢が明示されている。

□子どものプライバシー保護について、社会福祉事業に携わる者としての姿勢・

務等を明記した規程・マニュアル等が整備され、職員への研修によりその理解
られている。

□規程・マニュアル等にもとづいて、プライバシーに配慮した養育・支援が実
ている。

とりの子どもにとつて、生活の場にふさわしい快適な環境を提供し、子
シヾーを守れるよう設備等の工夫を行つている。

□子どもや保護者等にプライバシー保護に関する取組を周知している。

わせを行い、職員への浸透に努めている。基本的に居室は個室であるが、二人部屋もあり、その場合はタンスで仕
切ったり、子どもが自ら段ボールで製作した小部屋を置いている。職員は、安全に配慮しながら子どもが独りで過
ごせる空間を確保できるよう心掛けている。毎年度、予算を組み個室を増設しており、高校生には個室を提供して
いる。
小学生の頃から、空間も自分のプライベートエリアと認識できるようサポートすると共に、他人の布回は踏まな

い、入室時は必ずノックする等、一般家庭での躾に相当する指導は、子どもが将来退所して生きていく上で大切な
学びであり、丁寧に行つていることは特筆すべき点である。

子どもの

○

○

○

○

２９

る
ライバシー保護に配慮した養育・支援が行われてい

′ ′ マ ニ ュ ′ 」
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(2) 養育・支援

コ

tヽ

30 子どもや保護者等に対して養育 。支援の利用に必要な情報を積極
的に提供している。

□理念や基本方針、養育・支援の内容や施設の特性等を紹介した資料を準備し
いる。

□施設を紹介する資料は、言葉遣いや写真・図・絵の使用等で誰にでもわかるよ
な内容にしている。

回施設に入所予定の子どもや保護者等については、個別にていねいな説明を実
している。

□子どもや保護者等に対する情報提供について、適宜見直しを実施している。

している。
また、ホームステイやショー トステイ、 トワイライ トステイも行つており、行政に相談し利用できることを説明

している。更に、児童相談所を通じて一時保護を行う場合は、特殊事情に配慮しながら説明している。保護者向け
の資料として「入所にあたつてのお願い」を準備しており、規則等について理解を図るための配慮、工夫が確認で
きる。

b

○

O

O

○

○

□見学等の希望に対応している。

で についの のにつ

31 養育・支援の開始・過程において子どもや保護者等にわかりやす
く説明している。

□子どもや保護者等が自らの状況を可能な限り認識し、施設が行う養育・支援につ

いてできるだけ主体的に選択できるよう、よりわかりやすくなるような工夫や
て説明している。

□養育・支援の開始・過程における養育・支援の内容に関する説明と同意にあたっ
ては、子どもや保護者等の自己決定を尊重している。

□養育・支援の開始・過程においては、子どもや保護者等の同意を得たうえでその
内容を書面で残している。

□意思決定が困難な子どもや保護者等への配慮についてルール化され、適正

明、運用が図られている。

明しており、意思決定が困難な子どもや保護者には、主任がソーシャルワーカーとして説明している。
施設では、「目標とする児童像」をパンフレットに掲げており、家族と一緒に育てていくことを目標としてい

る。ただし、施設長はこの目標が保護者に十分伝わっていないと認識 している。今後の取組みに期待したい。

b

O

○

O

○

コ

」ヽ ヽ について につ の に

□養育・支援の内容の変更にあたり、従前の内容から著しい変更や不利益が生
いように配慮されている。

□他の施設や地域・家庭への移行にあたり、養育・支援の継続性に酉己慮した手順と
引継ぎ文書を定めている。

□施設を退所した後も、施設として子どもや保護者等が相談できるように担当者
窓口を設置している。

□施設を退所した時に、子どもや保護者等に対し、その後の相談方法や担当者につ
いて説明を行い、その内容を記載した文書を渡している。

ている。措置変更先への情報提供については、内部で引き継ぎ内容を記録し、決まった書式はないものの相手
先が必要と思われる情報を随時提供 している。

このように施設として、担当者を定め退所後のサポー トを充実させている点は大いに評価できる。

○

○

○

○

コ

32 養育・ の内容や措置変更、地域・家庭への移行等にあたり養
育・支援の継続性に配慮した対応を行つている。

の つ
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(3) 子どもの満足の向上に努めている。

コ

第二者
評価結果

□子どもへの個別の相談面接や聴取等が、子どもの満足を把握する目的で定期
に行われている。

口職員等が、子どもの満足を把握ずる目的で、子ども会等に出席している。

□子どもの満足に関する調査の担当者等の設置や、把握した結果を分析・検討す
ために、子ども参画のもとで検討会議の設置等が行われている。

聞き取りをそれぞれ年2回 実施することで、子どもの状況と希望の把握に努めている。
子どもの希望で、中庭で育てた野菜を使ってピザを作った事例があり、子どもの満足度を高めようとする施設の

取組みが確認できる。
これまで子どもの満足度を調査する取組みは行つていないが、今回本項目の自己評価にて満足度の調査が必要で

あると考え、取り組むよう予定しているとのことである。定期的に調査を実施し、更なる支援の質の向上に役立て
ることに期待したい。

を行って

□分析・検討の結果にもとづいて具体的な改善を行つている。

b

○

○

○

○

て に るっ て いついて ア ン

□子どもの満足に関する調査が定期的に行われている。

に

33 子どもの満足の向上を目的とする仕組みを整備し、
いる。

(4) 子どもが意見等を述べやすい体制が確保されている。

34 苦情解決の仕組みが確立しており、周知・機能している。

□養育・支援の実施等から生じた苦情に適切に対応することは責務であることを
解し、苦情解決の体制 (苦情解決責任者の設置、苦情受付担当者の設置、第二
奉目の設置)が黎備されている。

□苦情解決の仕組みをわかりやすく説明した掲示物が掲示され、資料を子どもや
護者等に配布し説明している。

□苦情記入カードの配布やアンケート(匿名)を実施するなど、子どもや保護者等
苦情を申し出しやすい工夫を行つている。

□苦情内容については、受付と解決を図つた記録を適切に保管している。

□苦情内容に関する検討内容や対応策、解決結果等については、子どもや保護
等に必ずフィードバックずるとともに、苦情を申し出た子どもや保護者等のプライ′
シーに配慮したうえで、公開している。

□苦情相談内容にもとづき、養育・支援の質の向上に関わる取組が行われている。

を入れることができるよう配慮している他、正面玄関には保護者向けの意見箱を設置している。
苦情を把握した際は、施設長、主任、職員が共有し検討して本人にフィー ドバックすると共に、苦情解決ファイ

レに記録しており、苦情解決の仕組みが確立していることが確認できる。
公開については、苦情が無かった旨を事業報告書に記載しており、適切に対応している。

b

○

○

○

○

○

○

コ

の tヽツ 」して フ して
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35 子どもが相談や意見を述べやすい環境を整備し、子ども等に周知
している。

□子どもが相談したり意見を述べたりする際に、複数の方法や相手を自由に選べる
ことをわかりやすく説明した文書を作成している。

□子どもや保護者等に、その文書の配布やわかりやすい場所に掲示する等の取
を行つている。

回相談をしやすい、意見を述べやすいスペースの確保等の環境に配慮している。

説明している。子どもが日常生活の中で職員に話し難いと判断した場合は、多目的室にて周囲の目を気にせず相談
できる環境を整えている。

また、施設以外の外部機関にも直接相談してよい旨を子どもに伝えており、外部機関に伝える手段として手紙や
メール、電話等の方法があると説明している。電話機は職員室の中にあるため、高校生以外の携帯電話を所持して
いない子どもが電話を使って外部に相談したいと思った時に、使いづらいことが想像できる。外部に相談したい子
どもの立場に立ち、改善策を検討することを期待したい。

b

○

○

O

でツ 」の

【コメン ト】

職員は、子どもの相談や意見を日々の生活の中だけでなく、児重会での間き月又りや人権擁護に関するアンケート
の記述からも把握 しており、職員間で共有する仕組みはできていることが見てとれる。一方、表出した子どもの相
談や意見を記録する方法や手順を定めた苦情相談対応マニュアルの整備はこれからである。

今後はマニュアルを整備し、手順や内容につき定期的な見直しを行うことが望まれる。

(5)安 心・安全な養育・支援の実施のための組織的な取組が行われている。

37 安心・安全な養育・支援の実施を目的とするリスクマネジメント
体制が構築されている。

ロリスクマネジメンHこ関する責任者の明確化 (リスクマネジャーの選任・配置 )、 リ
クマネジメンHこ関する委員会を設置するなどの体制を整備している。

□事故発生時の対応と安全確保について責任、手順 (マニュアル)等を明確にし、
員に周知している。

□子どもの安心と安全を脅かす事例の収集が積極的に行われている。

回収集した事例をもとに、職員の参画のもとで発生要因を分析し、改善策・再発防
策を検討・実施する等の取組が行われている。

回事故防止策等の安全確保策の実施状況や実効性について、定期的に評価・見
しを行つている。

の記入を呼び掛けている。今年度から外部講師を招き、事故防止委員会の委員が数回学んでおり、職員が学ぶ機会
を作ることが必要であるとして、リスクマネジメントについて研修を予定している。

収集したヒヤリハットは支援者会議で報告し、今後の対策を検討している。ただし、ヒヤリハットと事故の分別
が曖味であり、更に収集の意義についての理解を促す取組みも今後の課題である。加えて記入様式にも工夫が必要
と考えられる。今後の取組みに期待したい。

□職員に対して、安全確保・事故防止に関する研修を行つている。 O

O

O

b

マスて つのしてい ハ ッ

第二者
評価結果

コ

…17-



b

○

○

○
を

|

○

□感染症対策について、責任と役割を明確にした管理体制が整備されている。

□感染症の予防と発生時等の対応マニュアル等を作成し職員に周知徹底するとと
に、定期的に見直している。

□担当者等を中心にして、定期的に感染症の予防や安全確保に関する勉強
開催している。

□感染症が発生した場合には対応が適切に行われている。

もの安全確保のための体制を

□感染症の予防策が適切に講じられている。

整備し、取組を行っている。
38 の予 時における子

徹底すると共に換気にも気を付けている。コロナに限らず、児童会にて衛生について職員が説明している。
インフルエンザ感染者は、食堂に入らないよう別の場所で食事を取るよう工夫し感染予防に努めている。更に、

新型コロナが発生した場合は、別棟にて静養するよう環境、体制を整えており、感染症予防の徹底と発生時を想定
した子どもの安全確保のための環境や体制を整えている。

○

で て い い 。 して い tヽ ので コ ロ

39 災害時における子どもの安全確保のための取組を組織的に行つて
いる。

回立地条件等から災害の影響を把握し、発災時においても養育・支援を継続するた
めに「事業継続計画」(BCP)を定め、必要な対策・訓練等を行つている。

□子ども及び職員の安否確認の方法が決められ、すべての職員に周知されている。

口食料や備品類等の備蓄リストを作成し、管理者を決めて備書を整備している。

いる。以前は、非常持ち出し袋を完備していたものの老朽化し、現在新しく整備するよう計画している。台風時は
就寝の場所を考慮する等、子どもの安全確保に努めている。施設の事業継続計画 (BCP)の作成はこれからである。

災時においても養育・支援が継続できるよう事業継続計画の作成を急ぐと共に計画に沿った対策や訓練の実施も

b

○

○

○

コ

て い に つ

□災害時の対応体制が決められている。

待たれる。

て

コ

2

第二者
評価結果

・支援について標準的な実施方法が文書化され養育・支援が

□標準的な実施方法には、子どもの尊重や権利擁護とともにプライバシーの保護

口標準的な実施方法について、研修や個別の指導等によって職員に周知徹底する
ための方策を講じている。

口標準的な実施方法にもとづいて実施されているかどうかを確認する仕組みがあ
る。

口標準的な実施方法が適切に文書化されている。

実施されている。

40

関わる姿勢が明示されている。

(1)養 育・支援の標準的な実施方法が確立している。

コ

齢やスケジュールに配慮し起床から就寝まで時系列で勤務のシフトごとに行うことを細かく明示している。また、
子どもを尊重した支援の姿勢や言葉掛けなどの記述もあり、丁寧に作成していることが見てとれる。更に、機会が
あるごとにマニュアルと事実が適合しているかを見直しており業務マニュアル、養育 。支援に役立ていることは特

て tヽマニュア′

すべき点である。

―ムで

一
ロ
ロ
ロ
ロ
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41 標準的な実施方法について見直しをする仕組みが確立している。

□養育・支援の標準的な実施方法の検証・見直しに関する時期やその方法
で定められている。

□養育・支援の標準的な実施方法の検証・見直しが定期的に実施されている。

□検証・見直しにあたり、自立支援計画の内容が必要に応じて反映されている。

口検証・見直しにあたり、職員や子ども等からの意見や提案が反映されるよう
組みになつている。

り仕組みが確立しているといえる。ホームごとに子どもの性別、年齢等が異なるため、職員はそれぞれに合ったマ
ニュアルとなるよう工夫している。必要に応じて見直していることが、書面の改定日にて確認できる。このような
丁寧な見直しは優れているといえる。

a

○

○

○

O

でしてい つ てマ ニ ュ し、

(2)適 切なアセスメントにより自立支援計画が策定されている。

42 アセスメントにもとづく個別的な自立支援計画を適切に策定して
いる。

□部門を横断したさまざまな職種の関係職員 (種別によっては施設以外の関
も)が参加して、アセスメント等に関ずる協議を実施している。

□自立支援計画には、子ども一人ひとりの具体的なニーズ、具体的な養育・支
内容等が明示されている。

□自立支援計画を策定するための部門を横断したさまざまな職種による関係職
(種別によつては組織以外の関係者も)の 合議、子どもの意向把握と同意を含ん

手順を定めて実施している。

口支援困難ケースヘの対応について検討し、積極的かつ適切な養育・支
れている。

て、ホーム職員が主となり検討する場を設けている。
あらましの骨組みを作 り、本人にヒヤリングした内容を反映した児童自立支援計画書を作成し、支援者会議でに

て、更に課題や強みを抽出し計画書を完成している。
施設では、毎年度、複数の大学から外部講師を招き、職員の学びの場を確保しており、支援の基本となる自立支

ロアセスメンド手法が確立され、適切なアセスメントが実施されている。

a

○

○

○

O

○

○

コ

ひ の ア ス

□自立支援計画策定の責任者を設置している。

ヽ ヽつ

画の策定の質の向上に努めていることは高く評価できる。

【コメン ト】

施設では、年に一回全ての子どもの目立支子差計画を見直す機会を設けている。一年間の成長寄を反映し本人に週
した計画に繋げている。特に変更が必要な時には、ホーム会議で検討して変更し、育成記録に変更を記入し、施設
長に提出しており、評価・見直しの手順に沿って行っていることがわかる。
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(3)養 育・支援の実施の記録が適切に行われている。

b

○

○

○
bl

○
1

○

口子どもの身体状況や生活状況等を、施設が定めた統一した様式によって把握

回自立支援計画にもとづく養育t支援が実施されていることを記録により確認する

□記録ずる職員で記録内容や書き方に差異が生じないように、記録要領の作成
職員への指導等の工夫をしている。

回施設における情報の流れが明確にされ、情報の分別や必要な情報が的確に届
ような仕組みが整備されている。

□情報共有を目的とした会議の定期的な開催等、部門横断での取組がなされてし
る。

ロパソコンのネットワークシステムの利用や記録ファイルの回覧等を実施して、
内で情報を共有する仕組みが整備されている。

44 子 もに関する 支 実施状況の

とができる。

適切に行われ、職
員間で共有化されている。

記録している。

を記し、その後所定の様式に記録している。
通常業務の中では記録にかかる時間が負担となるため、施設では記録にかかる時間を確保した勤務シフ トがあ

り、職員が記録に専念できるよう工夫していることが見てとれる。記録はサーバーに保存しており、分国以外は各
ホームで閲覧可能である。

ただし、施設全体でのネットワークシステムは未整備であり、手書きした後にパソコンに入力するという職員の
業務負担も課題と思われる。情報共有の仕組みについて検討・取組みが待たれる。

の

口個人情報保護規程等により、子どもの記録の保管、保存、廃棄、情報の提供に関
ずる規定を定めている。

□個人情報の不適正な利用や漏えいに対する対策と対応方法が規定されている。

□記録の管理について個人情報保護の観点から、職員に対し教育や研修が行わ
ている。

子どもの記録の保管、廃棄、情報の提供に関する文書管理規定を定めていると共に法人の個人情報保護規定、施
での子どものプライバシー保護規定が確認できる。また、個別のフェイスシー トや育成記録の取り扱いを定めて
る。
子どもには、本人宛の封書は本人が開封することを伝えており、職員は厳守している。施設では、携帯電話に関
る誓約書を定め、親権者及び保証人と本人が記名して提出している。

□記録管理の責任者が設置されている。

□個人情報の取扱いについて、子どもや保護者等に説明している。

a

○

○

○

○

○

○

45 子どもに関する記録の管理体制が確立している。

□職員は、個人情報保護規程等を理解し、連守している。

い
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内容評価基準 (24項 目)

A-1
第二者

評価結果

□子どもの権利擁護について、規程・マニュアル等が整備され、職員の理解が図
れている。

□子どもの権利擁護に関する取組が周知され、規程・マニュアル等にもとづい

育・支援が実施されている。

口権利擁護に関する取組について職員が具体的に検討する機会を定期的に
いる。

ヤリングした際の状況や今後の支援への思いを丁寧に記録しており、子どもの人権擁護について真摯に取り組む姿
が見てとれ、施設の特長といえる。

職員は子どもの権利擁護について権利ノー トを使って子どもたちに説明すると共に、年1回 の児童会で主任がわか
りやすく説明している他、権利擁護委員会が年2回 ミーティングを開いており、ミーティング後は本―ム毎に話し合
い、意見交換を行う仕組みがある。
その他、職員に向けて長崎県こども家庭課の職員を招き、人権擁護や虐待防止に関する研修を行っており、 子

ども・職員への子どもの権利擁護について、意識を高めるための多様な取組みとその姿勢は、特筆すべき点といえ
る。

□子どもの思想・信教の自由について、最大限に配慮し保障している。

a

○

○

○

○

○

Al 子どもの権利擁護に関する取組が徹底されている。

に

□権利侵害の防止と早期発見するための具体的な取組を行つている。

ヒし

(1)子 どもの権利擁護

A2 子どもに対し、自他の権利について正しい理解を促す取組を実施
している。

□権利についての理解を深めるよう、年齢に配慮した説明を工夫し、日常生活を
して支援している。

□子どもの年齢や状態に応じて、権利についての理解を深めるよう、権利ノー
こ代わる資料等を使用して、生活の中で保障されるさまざまな権利についてわ

□子ども一人ひとりがかけがえのない大切な存在であり、自分を傷つけたりおとし
たりしてはならないこと、また、他人を傷つけたり脅かしたりしてはならないことが、
日々の養育の中で伝わつている。

口年下の子どもや障がいのある子どもなど、弱い立場にある子どもに対して、思し
やりの心をもつて接するように支援している。

ている。発達年齢に配慮し、性教育の機会などを通して一人ひとりに聞き取りを行い、自己肯定感を育むよう指導
しており、それぞれに個別対応の時間を確保するよう努めている。特に自分だけでなく相手の権利擁護の観点から
「発言に対して相手がどう思うか」を一緒に考え、わかりやすい言葉や事例等工夫して、自他の権利擁護について
理解できるよう支援している。

□職員間で子どもの権利に関する学習機会を持つている。

b

○

○

○

○

○

コ

つ

りやすく説明している。

つ

(2) 権利について理解を促す取組

、ヽ 一
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(3)生 い立ちを振 り返る取組

コ

A3 子どもの発達状況に応じ、職員と一緒に生い立ちを振り返る取組
を行つている。

□伝え方や内容などについて職員会議等で確認し、職員間で共有している。

回事実を伝えた後、子どもの変容などを十分把握するとともに、適切なフォロ

行つている。

□成長の過程を必要に応じて職員と一緒に振り返り、子どもの生い立ちの整理

、担当の職員が作成している。子どもごとに個別のアルバムを作成し、子どもと一緒に見る時間を確保してい
。年齢が低い子どもには、理解度に配慮しながら伝えている様子が見てとれる。
本人の生い立ちについて伝えた後のフォローについては、担当職員が行うとともに、ホームでは様子を見守りな
ら職員間で情報を共有している。

□事実を伝える場合には、個別の事情に応じて慎重に対応している。

は

る

b

○

○

○

○

○

○

ヽム )等 用んヾ れ意 さ "
が 生白 なしよつじ

ついて

□子どもの発達状況等に応じて、適切に事実を伝えようと努めている。

がつている。

の のい て

□子ども一人ひとり「こ成長の記録 (アルバ

写真等の記録の収集・整理に努めている。

(4)被 措置児童等虐待の防止等

もに対する不適切なかかわりの防止と早期発見に取り組んでA4  子
いる。

団体罰や不適切なかかわり(暴力、人格的辱め、心理的虐待など)があった場合
想定して、施設長が職員・子ども双方にその原因や体罰等の内容・程度等、

○

○

○

○

○

認をすることや、「就業規則J等の規程に基づいて厳正に処分を行う仕組みがつく
れている。

□不適切なかかわりの防止について、会議等で具体的な例を示すなどして職員I

徹底し、行われていないことを確認している。また、不適切なかかわりを発見した
合は、記録し、必ず施設長に報告することが明文化されている。

□子どもが自分自身を守るための知識、具体的方法について学習する機会を設け
ており、不適切なかかわりの具体的な例を示して、子どもに周知し、子ども自ら
えることができるようにしている。

□被措置児童等虐待が疑われる事案が生じたときに、施設内で検証し、第二者の
意見を聞くなどの迅速かつ誠実な対応をするための体制整備ができており、被措
児童等虐待の届出・通告があつた場合には、届出者・通告者が不利益を受けること
のない仕組みが整備・徹底されている。

□被措置児童等虐待の届出・通告制度について説明した資料を子ども等に配布、
説明している。また、掲示物を掲示するなどして、子どもが自ら訴えることができるよ
うにしている。

a

コ

つ い の い

しており、職員会議時には施設長が就業規則の内容と共に、万一発生した場合の組織としての対応策を説明してい
る。
虐待の内容については職員研修を行つている。子どもに対しては、不適切なかかわりとはどういうものかを児童

会で説明する他、年長児については個別に説明している。また、担当以外の職員にも相談できる旨を本人に伝えて
おり、防止と早期発見に取り組む姿勢が見てとれる。

-22-



(5) 支援の継続1生 とアフターケア

A5 子どものそれまでの生活とのつながりを重視し、不安の軽減を図

口子どもの生活の連続性に関して、施設全体でその重要性を理解し、入所や退所 |

伴う不安を理解し受け止めるとともに、子どもの不安を軽減できるように配慮してし

る。

□入所した時、温かく迎えることができるよう、受け入れの準備をしている。

□子どもがそれまでの生活で築いてきた人間関係などを、可能な限り持続できるよ
配慮している。

国家庭復帰や施設変更にあたり、子どもが継続して安定した生活を送ることがで
るよう、支援を行つている。

が一緒に収納 し、館内を案内した後身の回りの品物を一緒に購入するために出掛けており、子ども本人が温かく迎
えてもらっていると実感 し、施設で生活することを受入れ安らぐことができるよう配慮している。

子どもの退所時には、パーマネンシー保障を十分理解 した上で、リービングケアに繋いでおり、児童相談所等の

関係機関との連絡も十分行つている。

○

○

O

て い

りながら 行期の支援を行つている。

A6 子どもが安定した社会生活を送ることができるようリービングケ
アと退所後の支援に積極的に取り組んでいる。

口子どものニーズを把握し、退所後の生活に向けてリービングケアの支援を行つ
いる。

回退所後も施設に相談できる窓口(担当者)があり、支援をしていくことを伝えてし
る。

□行政機関や福祉機関、あるいは民間団体等と連携を図りながらアフターケア

日本人からの連絡だけでなく、就労先、アパード等の居住先からの連絡、警察等
らのトラブル発生の連絡などにも対応している。

□退所者が集まれる機会や、退所者と職員・入所している子どもとが交流す
を設けている。

困つたり迷ったりした際に職員がサポー トし、自立に向けて支援している。更に、退所後に不安がある場合は退所
時期を延長する等、子どもの状況に応じて柔軟に対応している。

アフターケアについては、担当職員を設置 している。退所した子どもとSNS等で繁がりを維持し、出張時等を利用
して面会の機会を確保 したり、時間外での対応も含め丁寧に支援しており、施設を離れた後もきめ細かいケアを

行つていることが確認でき、特筆すべき点といえる。

□退所者の状況の把握に努め、記録が整備されている。

a

○

○

○

○

○

○

コ

ている。

で 、ケ

第三者

a

○

○

○

○

○

□職員はさまざまな知見や経験によって培われた感性に基づいて子どもを理解し、
受容的・支持的な態度で寄り添い、子どもと共に課題に向き合つている。

□子どもの生育歴を知り、そのときどきで子どもの心に何が起こつていたの
している。

□子どもが表出する感情や言動のみを取り上げるのではなく、被虐待
どに伴う苦痛・いかり、見捨てられ感も含めて、子どもの心に何が起こってい

□子どもに行動上の問題等があつた場合、単にその行為を取り上げて叱責するの
はなく、背景にある心理的課題の把握に努めている。

□子どもたちに職員への信頼が芽生えていることが、利用者アンケートを通じて感

A7 子どもを理解し、子どもが表出する や言動をしっかり受け止
めている。

られる。

のかを理解しようとしている。

(1)養 育・支援の基本

どもが発する気になる言動については、その内容を精査し、重い言葉は「私は傷ついた」ということを明確に伝
えている。言動の内容は職員間で共有し、必要に応じて職員を交代して対応している。
施設では、子どもの悩みや苦しみから表出する感情や言動の根源を探り、一人ひとりの子どもを理解するために

さまざまな取組みや工夫があることが見てとれ、感情的になる子どもが少ないという事実がそのことを証明してお
り、特長である。

について、 ― ス の
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A8 基本的欲求の充足が、子どもと共に日常生活をいとなむことを通
してなされるよう養育・支援している。

□基本的欲求の充足において、子どもと職員との関係性を重視している。

□生活の決まりは、秩序ある生活の範囲内で子どもの意思を尊重した柔軟なものと
なつている。

□子どもにとつて身近な職員が一定の裁量権を有し、個々の子どもの状況に応じ
柔軟に対応できる体制となっている。

口基本的な信頼関係を構築するために職員と子どもが個別的に触れ合う時間
保している。

□夜目覚めたとき大人の存在が感じられるなど安心感に配慮している。

・支援している。生活のルールは児童会で子どもの意思を尊重して決定している。また、クラブ活動やアルバイ
卜など子どもの生活時間を考慮し、帰設した際には声を掛けて労い、安心して生活できるよう配慮している。
小学生と高校生が同室で生活しているケースでは、小学生が夜に目覚めた時には高校生が見守っており、小学生

が安心感を得ていることがわかる。また、職員も声掛けするなど就寝までの支援を行っている。
職員だけでなく高校生等も年少児に関わり、日常生活を営む中で互いに成長できるよう工夫していることは高く

評価できる。

□子ども一人ひとりの基本的欲求を満たすよう努めている。

a

○

○

○

○

○

○

A9 子どもの力を信じて見守るという姿勢を大切にし、子ども自身が
自らの生活を主体的に考え、営むことができるよう支援している。

□快適な生活に向けての取組を職員と子どもが共に考え、自分たちで生活をつく
ているという実感を持たせるとともに、施設の運営に反映させている。

□子どもが自分たちの生旭における問題や課題について主体的に検討する機会
日常的に確保している。

回子どもがやらなければならないことや当然できることについては、子ども自身
うように見守ったり、働きかけたりしている。

□子どもを見守りながら状況を的確に把握し、賞賛、励まし、感謝、指示、注意等
声かけを適切に行つている。

□つまずきや失敗の体験を大切にし、主体的に問題を解決していくよう支援し、必
に応じてフォローしている。

慮しており、最近では土日の朝の過ごし方について要望が出ており、施設で検討した結果、要望を反映している事
例がある。スマホゲームは土日の一定時間というルールを定めており、長時間への要望には職員が時間延長しない
理由を説明している。

公共交通機関は、職員と一緒に利用して料金表の見方等を教え、徐々に慣れるように支援している。子どもの力
を信じて、子どもからの要望に真摯に向き合い検討し反映している施設の姿勢は特長と言える。

a

○

③

○

○

○

コ

で 、 子 している。子て
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A10 発達の状況に応じた学びや遊びの場を保障している。

□施設内での養育が、年齢や発達の状況、課題等に応じたプログラムの下、

口日常生活の中で、子どもたちの学びや遊びに関するニーズを把握し、可能な限り

□幼児から高校生まで、年齢段階に応じた図書などの文化財、玩具・遊具が用意、
利用されている。

□学校や地域にある子どもたちの学びや遊びに関する情報を把握し、必要な
交換ができている。

□子どものニーズに応えられない場合、子どもがきちんと納得できる説明力`されてし
る。

□子どもの学びや遊びを保障するための、資源(専門機関やボランティア等)

に活用されている。

に必ず職員がいるようにしており、本人の様子を見ながらコミュニケーションの取り方などをフォローしている。
ボランティアによる学習支援の他、本人の希望でバイオリンやピアノを習つている子どもがおり、他の子どもが

自分も習いたいという声をあげた時には、「続けることができるか」等問いかけ、習い事についてのマナーやルー
ルを説明して対応している。子どものニーズによっては応えられない場合もあるが、職員が真剣に検討しているこ
とを伝え、理由を説明している。

b

○

○

○

○

○

○

○

の

ズに応えている。

□幼稚園等に通わせている。

ている。

ので

【コメン ト】

職員は施設が催す招待行事の際に、子どもたちに挨拶の仕方を教えたり、プレゼントをもらつた時にはお礼を言
うように指導している。また、施設での生活を通して、お願いしたことは全て叶うと思っている子どもが多く、職
員がその都度説明している。電話対応については、電話を掛ける前に職員と一緒に話し方を練習して掛けるよう支
援している。

職員は不登校が続く子どもと十分に話し合い、短時間でも登校できると一緒に喜び、本人の気持ちに寄り添いな
がら支援していることが見てとれる。

生活するうえでの守るべき決まりや約束は、児童会で話し合うことが多く、子どもと一緒に考えて作っていくよ
う配慮している。
高校生からスマー トフォン所持を認めており、利用時間は6時半から22時半までとルールを定め、それ以降は職員

が預かり保管している。また、毎月の児童会で、職員がSNSの使い方を説明しトラブルに巻き込まれないよう安全な
使い方を伝えている。
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(2)食 生活

A12 おいしく楽しみながら食事ができるように工夫している。

□楽しい雰囲気で食事ができるように、年齢や個人差に応じて食事時間に配慮し
いる。

□食事時間が他の子どもと違う場合にも、温かいものは温かく、冷たいものは
という食事の適温提供に配慮している。

□食事場所は明るく楽しい雰囲気で、常に清潔が保たれたもとで、職員と子ども、そ
して子ども同士のコミュニケーションの場として機能するよう工夫している。

□定期的に残食の状況や子どもの暗好を把握するための取組がなされ、それ
立に反映されている。

□基礎的な調理技術を習得できるよう、食事やおやつをつくる機会を設けている。

たちがリクエス トを書いて入れるボックスがあり、リクエス トがある献立は反映して提供している。また、子ども
の誕生日はその日に本人のリクエス トに応えており、人気の企画となっている。

2つの女子ホームは、コロナ感染予防対策として、これまで全員が食堂で食事を取っていたが、現在は、食堂と
クッキング室に分かれて食事している。コロナ禍前は本一ムクッキングを行っており、栄養士が見守る中、処遇の
職員と子どもたちが一緒に調理していた。コロナ収束後は再開できればと考えている。

食事中は、栄養士も子どもの嗜好を把握するために食事の様子を見ており、これまでに残食はなく子どもたちが
事に満足していることが窺える。クラブ活動等で遅い食事を取る子どもには個食にならないよう職員が付き添

い、適温で提供している。土日の食材買い出しは子どもたちに声掛けし、一緒に出掛けており、食事が子どもに
とって楽しみな時間であり、食事の時間が満足できるようさまざま工夫を行つていることは、特筆すべき点であ
る。

a

○

○

○

○

○

メニ ュー回しの

(3)衣 生活

A13 衣類が十分に確保され、子どもが衣習慣を習得し、衣服を通じ
て適切に自己表現できるように支援している。

□常に衣服は清潔で、体に合い、季節に合つたものを着用している。

□汚れた時にずぐに着替えることができ、またTPOに合わせた月限装ができるよう、
分な衣類が確保されている。

回気候、生活場面、汚れなどに応じた選択、着替えや衣類の整理、保管などの衣習
慣を習得させている。

□洗濯、アイロンかけ、補修等衣服の管理を子どもの見えるところで行うよう配慮
ている。

□衣服を通じて子どもが適切に自己表現をできるように支援している。

□発達状況や好みに合わせて子ども自身が衣服を選択し購入できる機会を設けて
いる。

b

○

○

○

○

○

○

ヽ

することも習慣として身に付くように援助している。
各ホームでは、中学生からは洗濯やアイロンがけは自身で行うよう指導しており、ほころびは職員が繕ってサ

ポー トしている。
年齢に応じて、好みの洗濯柔軟剤を使う子どもは小遣いで購入し使用しており、職員は子どもの自己表現のひと

つとして見守っている。
更に、施設では、子どもの衣服は本人の好みを重視し、年2回商業施設に職員が付き添い、自身で購入するよう支

援している。
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(4)住 生活

A14 居室等施設全体がきれいに整美され、安全、安心を感じる場所
となるように子ども一人ひとりの居場所を確保している。

□子どもにとつて居心地の良い安心安全な環境とは何かを考え、積極的に環境
備を行つている。

□小規模グループでの養育を行う環境づくりに配慮している。

□中学生以上は個室が望ましいが、相部屋であつても個人の空間を確保している。 ○

○

○

○

○

□身につけるもの、日常的に使用するもの、日用品などは、個人所有としている。

口食堂やリビングなどの共有スペースは常にきれいにし、家庭的な雰囲気にな
う配慮している。

b

○

○

― ム

□設備や家具什器について、汚れたり壊れたりしていない。破損個所について

要な修繕を迅速に行つている。

□発達や子どもの状況に応じて日常的な清掃や大掃除を行い、居室等の整理

頓、掃除等の習慣が身につくようにしている。

て 、 口 て い の

ループを目指し、ホームは5、 6人で編成しており、中学生以上は個室となるよう改装している。男子ホームでは、
個室で過ごすことが苦手な小学生を高校生が同室で生活してサポートしている様子が窺える。女子ホームでは、2人

部屋の小学生が室内に段ボールで小さな個室を作っており、子どもたちが創意工夫して楽しみながら個人の空間を
確保していることが見てとれる。

掃除当番等を子どもが分担し、食堂やリビングは整理整頓した快適な環境となっている他、破損個所がある場合
は営繕係に報告するルールがあり、急を要する時には直接施設長に修繕を依頼している。

また、分園型小規模グループケア「マキホーム」を新築し、男子ホームとして養育・支援を行っており、月に1

度、月の目標を発表する機会に、子どもたちが全員集っている。

A15 医療機関と連携して一人ひとりの子どもに対する心身の健康を
管理するとともに、必要がある場合は適切に対応している。

□子どもの平常の健康状態や発育・発達状態を把握し、定期的に子どもの健康
理に努めている。

□健康上特別な配慮を要する子どもについては、医療機関と連携して、日頃か
意深く観察し、対応している。

口受診や服薬が必要な場合、子どもがその必要性を理解できるよう、説明している。
服薬管理の必要な子どもについては、医療機関と連携しながら服薬や薬歴のチ
クを行つている。

□職員間で医療や健康に関して学習する機会を設け、知識を深める努力をしてし

る。

に職員が同行し、医師の所見を職員間で共有している。服案については、食後に薬の容器を確認することで、飲み
忘れが無いよう努めている。

職員間での勉強会は、ユニットでのミーティング時に行つているが、十分に時間が取れていないことを自覚して
いる。医師との連携を深め、医療や健康について学ぶ機会を増やすことを期待したい。

b

○

○

○

○

コ

(5)健 康と安全
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(6)性 に関する教育

○

○

○

育てるよう、性についての正しい知識を得る機会を設けている。

口他者の性を尊重し、年齢相応で健全な他者とのつき合いができるよう固己慮してし
る。

□性をタブー視せず、子どもの疑問や不安に答えている。

□性についての正しい知識、関心が持てるよう、年齢、発達の状況に応じたカリキ
ラムを用意し、活用している。

□必要に応じて外部講師を招く等して、性をめぐる諸課題への支援や、学習会な
を職員や子どもに対して実施している。

A16 子 もの の状況に応 じて、 の性を尊重する心を

する項目や、子どもにどのように伝えるかを検討している。ホームごとに男女に分かれ、さらに小学生と中高
生に分けて、それぞれプログラムに基づき指導している。
正しい性教育のために委員会で職員のスキルアップを目指しており、マニュアルやプログラムが充実しているの

は、特筆すべき点である。

O

つ ツヽ ス ′ ヽつマ ニ ュ

A17 子どもの暴力・不適応行動などの行動上の問題に対して、適切
に対応している。

口施設が、行動上の問題があつた子どもにとつての癒しの場になるよう配慮してし
る。また、周囲の子どもの安全を図る配慮がなされている。

口施設の日々の生活が持続的に安定したものとなっていることは、子どもの
の問題の軽減に寄与している。また子どもの行動上の問題が起きた時も、その
度、問題の要因を十分に分析して、施設全体で立て直そうと努力している。

□不適切な行動を問題とし、人格を否定しないことに配慮をしている。職員の

□くり返し児童相談所、専門医療機関、警察等と協議を重ね、事態改善の方策を
つけ出そうと努力している。

したり、職員が交代する等対処しており、本人が落ち着いてから改めて話をする時間を取つている。また、児童相
談所等、外部との連携も行つている。

施設では、子どもの暴力の背景には本人の自己肯定感の低さがあると考えており、職員間で連携し、情報を共有
して解決へ向けての対応策を検討し取り組んでいる。
子どもの行動上の問題について、要因を分析し検討して支援に繁げている施設の姿勢は特筆すべき点である。

a

○

○

○

○

しヽし対 援て適切な 技術を習助 でき得 よる つ | して る 力暴

の 行つて配慮も るヽ。し受

て ――′ のの つ い

(7)行 動上の問題及び問題状況への対応
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A18 施設内の子ども間の暴力、いじめ、差別などが生 じないよう施
設全体で取 り組んでいる。

□問題の発生予防のために、施設内の構造、職員の配置や勤務形態のあり方につ
いて定期的に点検を行つており、不備や十分でない点は改善を行つている。

□生活グループの構成には、子ども同士の関係性、年齢、障害などへの配慮の
要性等に配慮している。

□課題のある子ども、入所間もない子どもの場合は特別な配慮が必要となること
ら、児童相談所と連携して個別援助を行つている。

□大人 (職員 )本目互の信頼関係が保たれ、子どもがそれを感じ取れるようになってし

る。子ども間での暴力やいじめが発覚した場合については、施設長が中心になり、
全職員が一丸となって適切な対応ができるような体制になっている。

口暴力やいじめに対する対応が施設だけでは困難と判断した場合には、児童相
所や他機関等の協力を得ながら対応している。

は職員が仲介し、聞き取りを行つて子どもが自ら解決策を考えるよう導いている。
年2回 、子どもへの聞き取り、人権擁護に関するアンケー トを行い、職員の目に触れない場面での状況把握に努め

ている。子どもからはいじめが減っているとの回答が寄せられているが、職員は子どもの動静把握はまだ不十分と

□子ども間の性的加害・被害を把握し適切に対応している。

b

○

○

○

○

O

○

ヽ ヽの い つ

えており、検討の余地があるとして取り組んでいる。

A19 心理的ケアが必要な子どもに対 して心理的な支援を行ってい
る。

□心理的ケアを必要とする子どもについては、自立支援計画に基づき心理支援プロ
グラムが策定されている。

口施設における職員間の連携が強化されるなど、心理的支援が施設全体の中で有
効に組み込まれている。

口心理的ケアが必要な子どもへの対応に関する職員研修やスーパービジョンが
われている。

口職員が必要に応じて外音Bの心理の専門家からスーパービジョンを受ける体制
整っている。

□心理療法を行うことができる有資格者を配置し、心理療法を実施するスペースを
確保している。

□児童相談所と連携し、対象となる子どもの保護者等へ定期的な助言・援助を行つ
ている。

っている。
心理担当職員は、生活の中で心理的ケアが必要な重要な場合は該当するホームを訪問して対応する共に、緊急で
い場合は支援者会議で年間予定に従い、アセスメントの見直しを行い、一人ひとりの支援に努めていることがわ

かる。更に、必要に応じ児童相談所の児童心理司と連携している。
職員に対しては、心理担当職員や主任がスーパーバイズを行っており、職員が子どもを支援するにあたり必要と

する心理面の知識を習得できる体制を備えている点は、高く評価できる。

フ

a

○

○

○

○

○

○

コ

ア

(8) 心理的ケア
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(9) 学習・進学支援、進路支援等

コ

□静かに落ち着いて勉強できるよ引こその時の本人の希望に沿えるような個別
ペースや学習室を用意するなど、学習のための環境づくりの配慮をし、学習習慣
身につくよう援助している。

□学校教師と十分な連携をとり、常に子ども個々の学力を把握し、学力に応じた個
別的な学習支援を行つている。一人ひとりの必要に応じて、学習ボランティアや
教師、地域の学習塾等を活用する機会を提供している。

□学力が低い子どもについては、基礎学力の回復に努める支援をしている。

□忘れ物や宿題の未提出について把握し、子どもに応じた支援をしている。

□障害のある子どものために、通級による指導や特別支援学級、特別支援
への通学を支援している。

ティアによる学習支援も充実している。子どもたちの学習の効率が上がるよう、子どもたちはホールに集合しボラ
ンティアや職員が指導している。
常に、学習 ドリルは新しいものを準備し、子どもが興味を持って学ぶことができるよう配慮している。また、学

校との連絡を密にして子どもの学習支援に役立ている。能力があるのに伸び悩んでいた子どもが、つまずきのポイ
ントを改善した結果、学力が著しく伸びた事例があり、学習支援の充実ぶりが窺える。
子どもの学習への意欲を高めるために場所やツール等を常に検討し、最適な状況を整えるよう努めていることは

特筆すべき点である。

a

○

○

○

○

○

の フいについて

A20 学習環境の整備を行い、学力等に応じた学習 を行ってい

のい て

る。

エ ツ

A21 「最善の利益」にかなった進路の自己決定ができるよう支援し
ている。

□進路について自己決定ができるよう進路選択に必要な資料を収集し、子どもに判
断材料を提供し、子どもと十分に話し合つている。

□進路選択に当たつて、本人、親、学校、児童相談所の意見を十分聞き、自立支
計画に載せ、各機関と連携し支援をしている。

口就学者自立生活支援事業、社会的養護自立支援事業、身元保証人確保対
業、奨学金など、進路決定のための経済的な援助の仕組みについての
している。

□進路決定後のフォローアップや失敗した場合に対応する体制ができており、対
している。

□学校を中退したり、不登校となった子どもへの支援のなかで、就労(支援)

施設入所を継続することをもって社会経験を積めるよう支援している。

□高校卒業後も進学を希望する子どものために、資金面、生活面、精神的面など、
進学の実現に向けて支援、情報提供をしている。

口高校卒業して進学あるいは就職した子どもであっても、不安定な生活が予想
る場合は、必要に応じて措置延長を利用して支援を継続している。

b

○

○

○

○

○

○

○

つ の つ ヽ

確な時は、保護者を施設に招き職員と本人、保護者で話し合う他、保護者が施設に出向くことが困難な場合は、職
員が保護者先を尋ねて近況を説明する等配慮している。

大学や専門学校の進学については、措置延長制度を活用し施設から通学して卒業し、就職 している事例がある。
また、就職し生活が安定してから退園という支援継続の例もあり、子どもの最善の利益を最優先に支援しているこ
とは特に優れた点といえる。
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A22 職場実習や職場体験、アルバイ ト等の機会を通して、社会経験
の拡大に取り組んでいる。

□実習を通して、社会の仕組みやルールなど、自分の行為に対する責任について
話あつている。

□実習を通して、金銭管理や生活スキル、メンタル面の支援など、子どもの自立支
援に取り組んでいる。

している。
日中にアルバイ トして定時制高校に通う子どもについては、アルバイ トを通して社会経験を積み、実社会で不都

合なく生活していけるように、時折職員がア ドバイスしている。
また、職場実習時に社会の仕組みやルールを学ぶ中で感じた不満や不安について、職員がア ドバイスしている。
資格取得については学校が推奨しており、施設も奨励している。

□実習先や体験先の開拓を積極的に行つている。

□職場実習の効果を高めるため、協力事業主等と連携している。

ロアルバイトや、各種の資格取得を積極的に奨励している。

b

○

○

○

O

O

でつ て し

(10)施 設と家族との信頼関係づくり

A23 施設は家族との信頼関係
応じる体制を確立している。

くりに取り組み、家族からの相談に

が子どもの成長をともに考えることを伝え、家族と信頼関係を構築できるよう図つ ○

○

O

○

○

a

施設の相談窓口および支援方針について家族に説明し、家族と施設、児童相

ている。

国家庭支援専門相談員の役割を明確にし、施設全体で家族関係調整、相談に取り
組んでいる。

□面会、外出、一時帰宅などを取り入れ子どもと家族の継続的な関係づくりに積
的に取り組んでいる。

日外出、一時帰宅後の子どもの様子を注意深く観察し、不適切なかかわりの発見に
努め、さらに保護者等による「不当に妨げる行為」「こ対して適切な対応を行つてい
る。

回子どもに関係する学校、地域、施設等の行事予定や情報を家族に随時知らせ、
要に応じて保護者等にも行事への参加や協力を得ている。

に支援センターと相談しながら家族支援について検討している。
施設では毎年家族会を開いており、子どもの近況を伝えると共に家族の意向を聞き取り、交流方法を再検討して

いる。
特別な事由で入所している子どもの家族以外は、職員が家族からの相談を受けることもあり、傾聴し繁がりを断

つことのないようにフォローしている。
面会、外出、一時帰宅できる子どもがいる半面、それができない子どももいるため、夏休みに帰宅できない子ど

もたちに、希望を聞き取り反映している。子供の外泊の回数が増加した場合は支援センターに相談し、外泊後、帰
子を報告している。

施設では、家庭支援専門相談員を中心に全職員が子どもの最善の利益に繋がるよう取り組み、家族との信頼関係
づくりに努めていることは高く評価できる。

-31-



(11)親 子関係の再構築支援

コ

A24 親子関係の再構築等のために家族への支援に積極的に取り組ん
でいる。

国家庭支援専門相談員を中心に、ケースの見立て、現実的な取組を可能とする
善ポイントの絞り込みを行うなど、再構築のための支援方針が明確に
で共有されている。

□面会、外出、一時帰宅、あるいは家庭訪間、施設における親子生活訓練室の
用や家族療法事業の実施などを通して、家族との関係の継続、修復、養育力の向
などに取り組んでいる。

□児童相談所等の関係機関と密接に協議し連携を図つて家族支援の取組を行つ
いる。

保護者は引き取り前に支援センターにてペアレントトレーニングを受けており、施設は課題についての報告を得
ている。

家庭支援専門相談員は、親子関係の再構築は支援センターと一緒に行うものと考え、情報共有に努め退所しても
問題ないかを支援センター、児童養護施設、保護者の三者で話し合い、子どもが安心して退所できるよう努めてい
る。子どもの権利擁護に努め常に最善の方法を検討し、取り組む施設の姿勢は特筆すべき点である。

の tヽ

の課題をビックアップして、支援センターに伝えている。
つの

一
Ｅ
Ｅ
ロ
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